
適用 特記事項

1 工事名称 ― 富山県立大学実習棟３階テラス改修工事

2 工事場所 ― 射水市黒河地内

3 工事概要 ☑

実習棟３階テラスを部屋として使用できるように改修するも

の。内容は、「富山県立大学実習棟３階テラス改修工事設計

書」及び「富山県立大学実習棟３階テラス改修工事設計図」の

とおり。

4 共通仕様 ☑
図面及び本仕様書に記載のない事項は、全て国土交通省大臣官

房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修

工事標準仕様書によるものとする。

5 発生材の処理等 ☑

発生材は構外搬出処分とし、その費用も含め受注者自らの責任

において適正に処理するものとする。

（工事着手時に運搬処分委託契約書の写し、工事完了時にマニ

フェスト（Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票及びＥ票を提出するものとす

る。）

6 完成図等

☑

□

作成する。（完成図１部）

作成しない。

7 工事写真 ☑
着工前、施工中、完成時共（撮影場所を明示）カラーサービス

版　１部（デジタルカメラは、130万～300万画素とし、規格は

Ｌ版程度（３枚／頁）とする。

項目

仕様書
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適用 特記事項項目

8 工事用水

☑

□

使用できる。

使用できない。

9 工事用電力

☑

□

使用できる。

使用できない。

10 その他（１） ☑

・本仕様書に基づき、担当職員の立会いの下で納入検査を受け

るものとし、検査合格をもって引渡しを行うものとする。

・保証期間は検査を完了してから１年間とし、この期間中に生

じた故障等不具合については発注者の故意又は過失の場合を除

き、無償にて修理又は交換等の処置を速やかに行うものとす

る。

・騒音又は振動の発生する作業については、作業日時等を制限

することがあるため、監督職員と協議すること。

・受注者は、学生、職員、来訪者等に対する安全確保に努める

ものとする。

・受注者は施工の前に必ず週間工程表を作成し、毎週監督職員

の定める日時に協議を実施するものとする。

・工事に必要な足場、養生、清掃、配送、既存処分は工事費に

含む。

・各作業にて有資格者が行うべきものは有資格者がおこなうこ

と。
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適用 特記事項項目

10 その他（２） ☑

・作業範囲の物品の移動、復旧は工事費に含む。

・駐車場は指定された場所を使用するものとする。

・学校行事等により、作業時間が制限される場合がある。

・仮設現場事務所を設置する場合は、事前に計画書を提出する

こと。
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